
 

令和元年９月松伏町議会定例会提出議案概要 

 

議案第５５号 

専決処分の承認を求めることについて（令和元年度松伏町一般会計補正予算（第３号）） 

１ 趣旨 

参議院議員補欠選挙の執行に伴い、緊急に令和元年度松伏町一般会計予算を補正する

必要が生じ、令和元年８月９日に令和元年度松伏町一般会計補正予算（第３号）を専決

処分したので、その承認を求めるもの 

２ 内容 

（１）補正前予算額     ８，２５８，０６５千円 

（２）補 正 予 算 額        １０，９３３千円 

（３）合     計     ８，２６８，９９８千円 

 

議案第５６号 

松伏町下水道事業の設置等に関する条例 

１ 趣旨 

  松伏町下水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用するため、下水道事業を設置

等するための条例の制定 

２ 内容 

（１）設置（第１条関係） 

都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に

資するため、松伏町下水道事業（以下「下水道事業」という。）を設置する。 

（２）地方公営企業法の財務規定等の適用（第２条関係） 

下水道事業に地方公営企業法（以下「法」という。）第２条第２項に規定する財務

規定等を適用する。 

（３）経営の基本（第３条関係） 

ア 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよ

うに運営されなければならない。 

イ 排水区域は、松伏町の区域のうち、下水道法第４条第１項に規定する事業計画に

定められた区域とする。 

ウ 排水区域面積は、５８８ヘクタールとする。 

エ 排水人口は、２４，４００人とする。 

オ １日最大処理能力は、１１，７００立方メートルとする。 

（４）重要な資産の取得及び処分（第４条関係） 

予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定

価格が７００万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡又は不動産の信託

の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。 

（５）議会の同意を要する賠償責任の免除（第５条関係） 

下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なけれ

ばならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が１０万円以上である場合とする。 

（６）会計事務の処理（第６条関係） 

下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理

者に行わせるものとする。 

ア 公金の収納及び支払に関する事務 
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イ 公金の保管に関する事務 

ウ 帳簿の管理に関する事務 

（７）議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等（第７条関係） 

下水道事業の業務に関し法第４０条第２項の規定により条例で定めるものは、負担

付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が１００万円以上のもの

及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が１００万円

以上のものとする。 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和２年４月１日 

（２）松伏町公共下水道事業特別会計条例の廃止 

松伏町公共下水道事業特別会計条例は、廃止する。 

（３）松伏町下水道条例の一部改正 

公共下水道の名称及び設置区域に係る規定を削除する。 
 

議案第５７号 

松伏町下水道事業の剰余金の処分等に関する条例 

１ 趣旨 

  地方公営企業法第３２条第２項及び第３項の規定に基づき松伏町下水道事業における

剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるための条例の制定 

２ 内容 

（１）利益の処分の方法及び積立金の取崩し（第２条関係） 

  ア 毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があると

きは、その利益をもって欠損金をうめ、なお残額があるときは、当該残額の２０分

の１を下らない金額を減債積立金に、２０分の１を下らない金額を建設改良積立金

にそれぞれ積み立て、残余の額を利益積立金に積み立てる。 

  イ 議会の議決を経た場合については、積立金を目的以外の使途に使用することがで

きる。 

（２）資本剰余金（第３条関係） 

  ア 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目

に積み立てなければならない。 

  イ 資本剰余金は、次に定める方法により処分することができる。この場合において、

処分の順序は、次に掲げる順序とする。 

  （ア）利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときに、当該

残額に相当する額を取り崩す方法 

  （イ）（ア）の方法により処分した後の額の全額又は一部を資本金に組み入れる方法 

３ 施行期日 

  令和２年４月１日 

 

議案第５８号 

松伏町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、災害援護資金の貸付けに係る保

証人、貸付けの利率及び償還方法を見直すとともに、規定の整備をするための条例の改

正 

２ 内容 
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（１）保証人の必置義務の見直し（第１４条及び第１５条関係） 

災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、任意で保証人を立てることができる

ものとする。 

（２）貸付利率の引下げ（第１４条関係） 

災害援護資金の貸付利率について、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を

立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は延滞の場合を除き年１．

５パーセントに引き下げる。 

（３）償還方法の拡充（第１５条関係） 

   災害援護資金の償還方法に月賦償還を加える。 

（４）その他規定の整備 

３ 施行期日 

（１）施行期日 

   公布の日 

（２）経過措置 

改正後の松伏町災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成３１年４月１日以

後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けにつ

いて適用する。 

 

議案第５９号 

松伏町印鑑条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、印鑑登録原票及び印鑑登録証明書への旧氏

の記載について定めるとともに、規定の整備をするための条例の改正 

２ 内容 

（１）印鑑登録原票及び印鑑登録証明書への旧氏の記載（第５条及び第１３条関係） 

住民票に旧氏を併記する申請をした者の印鑑登録原票及び印鑑登録証明書の氏名欄

に現在の氏と旧氏を併記することとする。 

（２）その他規定の整備    

３ 施行期日 

令和元年１１月５日 

 

議案第６０号 

松伏町建築基準法に関する手数料条例及び松伏町手数料条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

建築基準法の一部改正に伴い、用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定申請手数

料の額及び興行場等に用途を変更する建築物の使用許可申請手数料の額を定めるととも

に、低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査に係る建築物の床面積の要件を

変更するための条例の改正 

２ 内容 

（１）松伏町建築基準法に関する手数料条例の一部改正（第１条） 

   用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定申請手数料及び興行場等に用途を変更

する建築物の使用許可申請手数料の新設（別表第２関係） 

手数料の名称 手数料の額 

用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定申請手

数料 

２７，０００円 
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興行場等に用途を変更する建築物の使用許可申請手 １２０，０００円 

数料  

（２）松伏町手数料条例の一部改正（第２条） 

   低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査に係る建築物の床面積の要件の

変更（別表関係） 

   低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査における共同住宅の床面積の要

件を１００平方メートル以内から２００平方メートル以内に変更する。 

３ 施行期日 

公布の日 

 

議案第６１号 

松伏町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

１ 趣旨 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、

連携施設の確保義務を緩和し、及び連携施設に係る経過措置を延長し、並びに食事の提

供に要する費用を見直すとともに、規定の整備をするための条例の改正 

２ 内容 

（１）松伏町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部改正（第１条） 

ア 連携施設の確保義務の緩和 

  （ア）特定地域型保育事業者について、代替保育の提供に係る連携施設の確保が困難

な場合であって、一定の要件を満たすときは、小規模保育事業Ａ型事業者等を確

保することをもって、代替保育の提供に係る連携施設を確保することに代えるこ

とができることとする。 

  （イ）卒園後の教育又は保育を行う連携施設について、入所定員が２０人以上であっ

て、企業主導型保育事業を実施する施設及び乳児・幼児の保育を行うことに要す

る費用に係る補助を地方公共団体から受けている施設を加える。 

  （ウ）保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、満３歳以上の児童を受け入れてい

るものについて、連携施設を確保しないことができることとする。 

イ 連携施設に係る経過措置 

連携施設の確保が著しく困難であって、町が認める場合において、連携施設を確

保しないことができる期間を５年延長する。 

  ウ その他規定の整備 

（２）松伏町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部改正（第２条） 

ア 食事の提供に要する費用の見直し 

    幼児教育・保育の無償化に伴い、低所得者世帯の子ども及び多子世帯の第３子以

降の子どもを除き、満３歳以上の保育を必要とする子どもへの副食費の提供に要す

る費用を保護者から支払を受けることができることとする。 

  イ その他規定の整備 

３ 施行期日 

２（１）は公布の日、２（２）は令和元年１０月１日 

 

議案第６２号 
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損害賠償の額を定めること及び和解について 

１ 趣旨 

  防災行政無線デジタル化改修工事における事故に関し、損害賠償の額を定め、及び和

解するもの 

２ 相手方 

 

 

３ 事故の概要 

平成２８年度に実施した防災行政無線のデジタル化工事に伴い、大字魚沼   番地

先に拡声子局を移設した際、旧設置場所に拡声子局の基礎コンクリートの残骸が取り残

されたことにより、相手方が所有する耕作機械等に損傷を与えたものである。 

４ 損害賠償額 ２，１５３，２４９円 

５ 和解の要旨 

（１）町は、相手方に対し４の損害賠償金を支払う。 

（２）町及び相手方は、本和解に定める事項のほか、本件事故により生じた損害等に関し、

何ら債権債務がないことを相互に確認する。 

（※個人情報保護のため、個人情報に係る事項を非公開としています。） 

 

議案第６３号 

令和元年度松伏町一般会計補正予算（第４号） 

１ 補正前予算額     ８，２６８，９９８千円 

２ 補 正 予 算 額       ２３６，９１６千円 

３ 合     計     ８，５０５，９１４千円 

 

議案第６４号 

令和元年度松伏町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

１ 当 初 予 算 額     ３，４０８，５９５千円 

２ 補 正 予 算 額        ７８，０１５千円 

３ 合     計     ３，４８６，６１０千円 

 

 

議案第６５号 

令和元年度松伏町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

１ 当 初 予 算 額       ６２９，６９７千円 

２ 補 正 予 算 額        △２，０３５千円 

３ 合     計       ６２７，６６２千円 

 

議案第６６号 

令和元年度松伏町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

１ 当 初 予 算 額         ８，４４４千円 

２ 補 正 予 算 額             ９千円 

３ 合     計         ８，４５３千円 

 

議案第６７号 

令和元年度松伏町介護保険特別会計補正予算（第１号） 
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１ 当 初 予 算 額     ２，１２７，２０３千円 

２ 補 正 予 算 額       １５２，５５６千円 

３ 合     計     ２，２７９，７５９千円 

 

議案第６８号 

令和元年度松伏町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

１ 当 初 予 算 額       ３４６，４８９千円 

２ 補 正 予 算 額           ８８１千円 

３ 合     計       ３４７，３７０千円 

 

議案第６９号 

平成３０年度松伏町一般会計歳入歳出決算の認定について 

１ 歳 入 総 額  ８，６０５，８８５，７４２円 

２ 歳 出 総 額  ８，１２９，８９８，６１２円 

３ 歳入歳出差引額    ４７５，９８７，１３０円 

４ 実 質 収 支 額    ４１８，０３６，１３０円 

 

議案第７０号 

平成３０年度松伏町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

１ 歳 入 総 額  ３，７８５，４５２，６８７円 

２ 歳 出 総 額  ３，６６３，２００，３３５円 

３ 歳入歳出差引額    １２２，２５２，３５２円 

４ 実 質 収 支 額    １２２，２５２，３５２円 

 

議案第７１号 

平成３０年度松伏町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

１ 歳 入 総 額    ５９５，０８２，７３５円 

２ 歳 出 総 額    ５８２，１０９，５７５円 

３ 歳入歳出差引額     １２，９７３，１６０円 

４ 実 質 収 支 額     １２，９７３，１６０円 

 

議案第７２号 

平成３０年度松伏町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

１ 歳 入 総 額      ８，１４６，３４９円 

２ 歳 出 総 額      ７，８３４，１１３円 

３ 歳入歳出差引額        ３１２，２３６円 

４ 実 質 収 支 額        ３１２，２３６円 

 

議案第７３号 

平成３０年度松伏町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

１ 歳 入 総 額  １，８９０，２２３，６９０円 

２ 歳 出 総 額  １，７３５，９２７，９７３円 

３ 歳入歳出差引額    １５４，２９５，７１７円 

４ 実 質 収 支 額    １５４，２９５，７１７円 
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議案第７４号 

平成３０年度松伏町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

１ 歳 入 総 額    ２９５，６０２，２６５円 

２ 歳 出 総 額    ２９４，５９５，８７７円 

３ 歳入歳出差引額      １，００６，３８８円 

４ 実 質 収 支 額      １，００６，３８８円 

 
 


